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（平成24年10月１日掲示済） 
 天理市防災会議条例及び天理市災害対策本部条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成24年10月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第17号 
   天理市防災会議条例及び天理市災害対策本部条例の一部を改正する条例 
 （天理市防災会議条例の一部改正） 
第１条 天理市防災会議条例（昭和37年10月天理市条例第25号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第２号を次のように改める。 
  (２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 
  第２条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号

を加える。 
  (３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 
  第３条第５項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 
  (８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 
  第３条第６項中「30人」を「35人」に改め、同条第７項中「第５項第７号及び第８号」を「第５項第

７号から第９号まで」に改める。 
 （天理市災害対策本部条例の一部改正） 
第２条 天理市災害対策本部条例（昭和37年10月天理市条例第26号）の一部を次のように改正する。 
  第１条中「第23条第７項」を「第23条の２第８項」に改める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （天理市国民保護協議会条例の一部改正） 
２ 天理市国民保護協議会条例（平成18年３月天理市条例第18号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項中「30人」を「35人」に改める。 

（平成24年10月１日掲示済） 
 天理市職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成24年10月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第26号 
   天理市職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則 

天理市職員等の旅費に関する規則（昭和37年４月天理市規則第４号）の一部を次のように改正する。 
第５条第１項第３号中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める。 

附 則 
この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

天理市訓令甲第９号 
天理市事務改善提案規程（昭和39年４月天理市規程第１号）の全部を改正する。 

  平成24年10月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  

天理市事務改善提案規程 
 （目的） 
第１条 この規程は、市行政事務改善についての職員の自由な提案を募り、これを積極的に採用実施する

ことによって、市民サービスと業務全般の改善向上を図り、併せて職員の志気を高揚することを目的と
する。 
（提案の内容） 

第２条 職員が行う提案は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 
(１) 事務能率を向上する方法 

条  例 

規  則 

訓  令 
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(２) 市民サービスを向上する方法 
(３) 作業環境を改善する方法 
(４) 収入の増加又は経費を削減する方法 
(５) その他事務能率向上に関する改善案 

 （提案の方法） 
第３条 提案しようとする職員は、任意の用紙を用いた提案書を提案票（別記様式）に添付のうえ、企画

課長へ提出するものとする。 
 （提案の受付） 
第４条 企画課長は、前条の規定による提案があったときは、これを受け付けるものとする。ただし、提

案が次の各号のいずれかに該当するときは、受け付けないことができる。 
(１) 単なる意見、希望、要望又は批判であるもの 
(２) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの 
(３) 既に採用された提案と同一又は類似のもの 
(４) 前３号に掲げるもののほか、提案として適当でないと認めるもの 

２ 前項ただし書の場合において、企画課長は、当該提案を行った職員にその理由を付して提案書を返却
するものとする。 
（天理市事務改善提案審査委員会） 

第５条 提案の審査を行うため、天理市事務改善提案審査委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 
２ 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。 
３ 委員長は、副市長をもって充て、委員は、職員のうちから市長が任命する。 
４ 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。 
５ 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。 
 （採否の審査） 
第６条 企画課長は、第４条の規定により提案を受け付けたときは、委員会の審査に付するものとする。

この場合において、審査は、提案を行った職員の所属及び氏名を秘して行うものとする。 
２ 委員会の審査は、別表に定める審査基準に基づき行うものとする。 
３ 委員長は、審査を終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。 

（提案の採否） 
第７条 市長は、委員会から提案の審査結果の報告を受けたときは、採用又は不採用の決定をするものと

する。この場合において、次の各号のいずれかに該当する提案は採用しない。 
(１) 既に市で企画し、又は実施検討中の事項についての提案で内容が市の企画するところと同一又は

類似したもの 
(２) 実施に要する支出が多額であり、市の現状に適さないもの 
(３) 実施によって利益が見込めないもの 
(４) 実施の範囲が極めて限られるもの 
(５) 直ちに実施又は実施の指示のできないもの 

２ 市長は、提案を行った職員にその結果を通知するものとする。 
 （実施） 
第８条 市長は、採用することとした提案については、当該提案の実施のために必要な措置を講ずるもの

とする。 
 （公表） 
第９条 企画課長は、採用することとした提案については、その要旨等を職員に公表するものとする。 
 （権利の帰属） 
第10条 第８条の規定により実施に移された提案に関するすべての権利は、市に属するものとする。 

（庶務） 
第11条 委員会の運営その他の提案に関する事務は、市長公室企画課において処理する。 
 （補則） 
第12条 この規程に定めるもののほか、事務改善提案に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
 この規程は、平成24年10月１日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

 提案審査基準 

項  目 審 査 基 準 

利  益 提案を実施することによってどれだけの利益を上げることができるか 

効  果 提案が現状と比較して改善する度合いはどれくらいあるか 

着  眼 提案の着眼はどうか 

実施方法 
提案がそのまま実施できるものか、又は担当課で更に立案若しくは検討を

要するものか 

努  力 提案について提案者が充分に検討を加えているか 
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別記様式（第３条関係） 

提        案        票 

所 属 氏 名 

年  月  日 
件 名 受付

第 号 

要 旨 

添付するもの 

 (１) 

 (２) 

 (３) 
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天理市訓令甲第10号 

 天理市事務改善委員会規程（平成５年３月天理市訓令甲第２号）は、平成24年10月１日限り廃止する。 

  平成24年10月１日 

                                   天理市長 南  佳 策  

                                  （平成24年９月６日掲示済） 
天理市告示第3 4 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月６日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月６日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月６日から平成24年11月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ア 移動費 2,000円 
  イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設 電話 0743－62－7778 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
                                  （平成24年９月６日掲示済） 
天理市告示第3 4 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月６日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月６日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町59番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 

告  示 
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    平成24年９月６日から平成24年11月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月６日掲示済） 
天理市告示第3 4 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月６日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月６日 
３ 移動対象区域 
  天理市長柄町1639番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月６日から平成24年11月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月７日掲示済） 
天理市告示第3 4 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月７日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月７日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月７日から平成24年11月５日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月10日掲示済） 
天理市告示第3 4 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
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の規定により告示する。 
  平成24年９月10日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月10日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月10日から平成24年11月８日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月11日掲示済） 
天理市告示第3 4 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月11日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月11日から平成24年11月９日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月12日掲示済） 
天理市告示第3 4 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月12日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月12日から平成24年11月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
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  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月13日掲示済） 
天理市告示第3 4 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月13日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月13日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月13日から平成24年11月11日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月14日掲示済） 
天理市告示第3 4 8号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
  平成24年９月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年９月14日掲示済） 
天理市告示第3 4 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月14日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
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 (１) 返還期間 
    平成24年９月14日から平成24年11月12日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月18日掲示済） 
天理市告示第3 5 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月18日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月18日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月18日から平成24年11月16日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月19日掲示済） 
天理市告示第3 5 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月19日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月19日から平成24年11月17日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月19日掲示済） 
天理市告示第3 5 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月19日 
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                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月19日 
３ 移動対象区域 
  天理市岸田町9 1 2番地２先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月19日から平成24年11月17日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月20日掲示済） 
天理市告示第3 5 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月20日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月20日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月20日から平成24年11月18日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月20日掲示済） 
天理市告示第3 5 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月20日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月20日 
３ 移動対象区域 
  天理市田井庄町6 0 6番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月20日から平成24年11月18日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
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  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月20日掲示済） 
天理市告示第3 5 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月20日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月20日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町1 1 1番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月20日から平成24年11月18日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月21日掲示済） 
天理市告示第3 5 6号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
  平成24年９月21日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年９月21日掲示済） 
天理市告示第3 5 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月21日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月21日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
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５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月21日から平成24年11月19日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月24日掲示済） 
天理市告示第3 5 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月24日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月24日から平成24年11月22日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月25日掲示済） 
天理市告示第3 5 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月25日 
３ 移動対象区域 
  天理市乙木町6 0 5番地４先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月25日から平成24年11月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月25日掲示済） 
天理市告示第3 6 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
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同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月25日 
３ 移動対象区域 
  天理市前栽町2 7 6番地２先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月25日から平成24年11月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月25日掲示済） 
天理市告示第3 6 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年９月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月25日 
３ 移動対象区域 
  天理市前栽町98番地３先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月25日から平成24年11月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月25日掲示済） 
天理市告示第3 6 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月25日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
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 (１) 返還期間 
    平成24年９月25日から平成24年11月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月26日掲示済） 
天理市告示第3 6 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月26日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月26日から平成24年11月24日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月27日掲示済） 
天理市告示第3 6 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月27日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月27日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月27日から平成24年11月25日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月28日掲示済） 
天理市告示第3 6 5号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達する。 
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 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
  平成24年９月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年９月28日掲示済） 
天理市告示第3 6 6号 
 平成24年９月27日付けで専決を行った、平成24年度天理市一般会計補正予算（第３号）の要領は、次の
とおりである。 
  平成24年９月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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                                  （平成24年９月28日掲示済） 
天理市告示第3 6 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年９月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年９月28日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年９月28日から平成24年11月26日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年９月28日掲示済） 
天理市告示第3 6 8号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第1 4 3条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出
があればいつでも交付する。 
  平成24年９月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）介護保険法第1 4 3条の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときは、書類の
送達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年10月１日掲示済） 
天理市告示第3 6 9号 
 天理市章の使用に関する規程を次のように定める。 
  平成24年10月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  

天理市章の使用に関する規程 
（目的） 

第１条 この規程は、天理市章制定について（昭和29年９月天理市告示第34号）に規定する天理市章（以
下「市章」という｡)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。 
（使用基準） 

第２条 市章は、市長が次の各号のいずれにも該当しないと認める場合に限り使用することができる。 
(１) 法令及び公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 
(２) 営利を目的に自己の商標や意匠として独占的に使用するおそれのあるもの 
(３) 特定の宗教又は政治的な活動を目的とするもの 
(４) 市章の尊厳と品位を損ない、又は信用を失墜するおそれのあるもの 
(５) その他著しく不適当と認められるもの 
（使用申請） 

第３条 市章を使用しようとする者は、天理市章使用承認申請書（様式第１号）により市長に申請するも
のとする。 
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２ 市章を使用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請を要しない。 
(１) 市の執行機関及び市議会 
(２) 国及び他の地方公共団体 
(３) その他市長が適当と認めるもの 
（使用の決定等） 

第４条 市長は、前条第１項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、使用の可否を決定
し、天理市章使用承認・不承認通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 
（使用の条件） 

第５条 市長は、前条の承認を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがで
きる。 
（承認の取消し等） 

第６条 市長は、市章の使用が第２条又は前条の規定に違反していると認める場合は、その承認を取り消
すことができる。 

２ 前項の承認の取消しは、天理市章使用承認取消通知書（様式第３号）により行うものとする。 
３ 第１項の規定により市章の使用を取り消した場合に当該市章の使用者が損害を受けることがあっても、

市は、これに対し賠償の責めを負わない。 
（庶務） 

第７条 市章の使用に関する庶務は、市長公室企画課において処理する。 
（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

この規程は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 
天理市章使用承認申請書 

年  月  日  
天理市長 様 

 
申請者 住    所 

氏    名 
                     （団体名及び責任者名） 

連絡先 電話 
 

天理市章の使用に関する規程第３条の規定により、下記のとおり申請します。 
 
                    記 
 

使 用 目 的 
 
 

使 用 方 法 
 
 

使 用 期 間 年  月  日 ～   年  月  日 

添 付 書 類 
(使用図案その他
参考になるもの) 

□ あ り（                  ） 
□ な し（                  ） 

市 章 図 画 の 
提     供 

□ 不 要 
□ 要      □ 紙 面 

□ データ（           ） 
※ＦＡＸ番号又はメールアドレス             

備     考 
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様式第２号（第４条関係） 
天  第  号 
年  月  日 

 
          様 
 

天理市長         □印  
 

天理市章使用承認・不承認通知書 
 

年  月  日付けで申請のありました市章の使用について、下記 
のとおり決定しましたので、天理市章の使用に関する規程第４条の規定により 
通知します。 
                    記 
 

決 定 内 容 承 認  ・  不承認 

使 用 方 法 

 

使 用 期 間 年  月  日 ～    年  月  日 

不承認の理由 

 

使用に関する 
条    件 

 

注 意 事 項 
１ 承認を受けた使用方法以外に使用しないでください。 
２ 承認を受けた事項を変更（追加）する場合、改めて使用

の申請をしてください。 
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様式第３号（第６条関係） 
年  月  日 

 
        様 
 

天理市長        □印 
 

天理市章使用承認取消通知書 
 
     年  月  日付けで承認しました市章の使用について、下記の理 
由により取り消しましたので、天理市章の使用に関する規程第６条の規定によ 
り通知します。 
                  記 
 

取消しの理由 

 

備   考 

 

注 意 事 項 

１ 使用承認の取消しに伴い、当該承認に係る物件への使
用はしないでください。 

２ 使用承認の取消しに伴い、損害が発生した場合の責め
は負いません。 
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                                  （平成24年10月１日掲示済） 
天理市告示第3 7 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年10月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月１日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月１日から平成24年11月29日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年10月１日掲示済） 
天理市告示第3 7 1号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成24年10月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 撤去理由 
  自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 撤去日 
  平成24年９月30日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月１日から平成25年３月31日まで 
 (２) 返還時間 
    自転車等駐車場の営業時間 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
７ 連絡先 
  ミディ総合管理(株)   電話 06－4399－9088 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
                                  （平成24年10月２日掲示済） 
天理市告示第3 7 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年10月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月２日 
３ 移動対象区域 



 平成24年10月10日 水曜日        天理市公報 

- 28 -

  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月２日から平成24年11月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年10月２日掲示済） 
天理市告示第3 7 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年10月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月２日 
３ 移動対象区域 
  天理市別所町3 8 0番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月２日から平成24年11月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年10月３日掲示済） 
天理市告示第3 7 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年10月３日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月３日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月３日から平成24年12月１日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年10月４日掲示済） 
天理市告示第3 7 5号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年10月４日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月４日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月４日から平成24年12月２日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年10月５日掲示済） 
天理市告示第3 7 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年10月５日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月５日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月５日から平成24年12月３日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年10月５日掲示済） 
天理市告示第3 7 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年10月５日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年10月５日 
３ 移動対象区域 
  天理市前栽町1 1 9番地21先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
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５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年10月５日から平成24年12月３日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

公  告 
                                  （平成24年９月20日掲示済） 
天理市公告36号 
 天理農業振興地域整備計画書を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58
号）第13条第４項の規定により準用する同法第11条第１項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計
画の案を次により縦覧に供する。 
 天理市の住民は、平成24年10月20日までに、当該農業振興地域整備計画の案について、市に意見を提出
することができる。 
 また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者そ
の他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議のあるときは、平成24年10
月20日の翌日から起算して15日以内に天理市にこれを申し出ることができる。 
  平成24年９月20日 
                                   天理市長 南  佳 策 
１．農用地利用計画の案の縦覧期間 
  自  平成24年９月20日（公告年月日） 
  至  平成24年10月20日（公告年月日の翌日から起算して30日目） 
２．農用地利用計画の案の縦覧場所 
  天理市役所環境経済部農林課 天理市川原城町6 0 5番地 

 
                                  （平成24年９月24日掲示済） 
天理市公告第37号 
   指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定について 
 平成24年９月24日付をもって下記の者を、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サ
ービス事業所として指定したので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第78条の11及び第1 1 5条の20の
規定により公告する。 
  平成24年９月24日 

              天理市長 南  佳 策  

記 

事業所番号 ２９７０８００３３６ 

名称 テンダーヒル御所わかば館グループホームきっとうっど 

所在地 〒6 3 9－2216 奈良県御所市3 6 4－１ 

名称 社会福祉法人 明徳会 

主たる事務所の所在地 〒6 3 9－2268 奈良県御所市大字船路4 1 5番地 

代表者の氏名 山本 十九二（ヤマモト トクジ） 

申
請
者 

代表者の住所 〒5 4 2－0062 大阪市中央区上本町西４－１－５－7 0 3 

指定年月日 平成24年９月24日 

サービスの種類 
認知症対応型共同生活介護 
介護予防認知症対応型共同生活介護 
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                                  （平成24年９月25日掲示済） 
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                                  （平成24年９月25日掲示済） 
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                                  （平成24年10月１日掲示済） 

天理市公告40号 
土地改良事業計画書の縦覧公告 

 農業体質強化基盤整備促進事業（庵治：用排水路）について、土地改良事業計画を定めたので、自主性
及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第1 0 5
号）第59条により一部改定された土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第96条の２第７項の規定に基づき、
土地改良事業計画書及び条例の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成24年10月１日 
天理市長 南  佳 策  

記 
１．事業計画   農業体質強化基盤整備事業（庵治地区） 
２．縦覧期間   平成24年10月１日から 

 平成24年10月22日までの20日間 
３．縦覧場所   天理市役所 環境経済部 農林課 

 
                                  （平成24年10月４日掲示済） 
天理市公告41号 
   一般競争入札について 

建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第1 6 7条の５第２項及び第1 6 7条の６第１項の規定により公告する。 

平成24年10月４日 
天理市長  南 佳策  

第１ 競争入札に付する事項等 
 (１) 工  事  名  山の辺第一工区区画道路整備工事（６－12号線） 
            及び山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その１） 
            及び山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その２） 
 (２) 工 事 場 所  天理市 田部町地内 
 (３) 工 事 概 要  山の辺第一工区区画道路整備工事（６－12号線） 

工事延長 Ｌ＝1 0 2ｍ 
              排水工 

Ｕ型側溝  3 0 0＊3 0 0   Ｌ＝1 5 8ｍ 
               管渠 ヒューム管 φ3 0 0  Ｌ＝18ｍ 
               管渠 ヒューム管 φ7 0 0  Ｌ＝98ｍ 
               マンホール ２号      Ｎ＝１箇所 
               マンホール ３号      Ｎ＝１箇所 

舗装工 
アスファルト舗装 

                上層・下層路盤・表層   Ａ＝3 8 7㎡ 
仮設水路工 

               暗渠排水管 φ2 0 0     Ｌ＝９ｍ 
集水桝            Ｎ＝２箇所 

            山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その１） 
             工事延長 Ｌ＝93ｍ 

排水工 
              Ｕ型側溝   3 0 0＊3 0 0   Ｌ＝1 3 4ｍ 
              自由勾配側溝 3 0 0＊4 0 0   Ｌ＝10ｍ 
              管（函）渠型側溝 
               円型側溝 φ3 0 0      Ｌ＝1 2 0ｍ 
               蓋掛け型 φ3 0 0      Ｌ＝16ｍ 
               現場打ちエプロン      Ｌ＝36ｍ 
              街渠桝            Ｎ＝３箇所 
              鉄筋コンクリート台付管 φ3 0 0 
                             Ｌ＝18ｍ 
              集水桝            Ｎ＝２箇所 
            山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その２） 



 平成24年10月10日 水曜日        天理市公報 

- 38 -

             工事延長 Ｌ＝93ｍ 
              縁石工 
               歩車道境界ブロック     Ｌ＝1 6 9ｍ 
               植樹ブロック        Ｌ＝71ｍ 

植樹 低木          Ｎ＝1 2 0本 
               道路付属施設工 
               照明灯 Ｎ＝４基  引込柱 Ｎ＝１基 
               舗装工 
               車道舗装          Ａ＝8 2 0㎡ 
               歩道舗装          Ａ＝2 7 8㎡ 

仮設水路工 
               暗渠排水管 φ2 0 0     Ｌ＝19ｍ 

集水桝            Ｎ＝５箇所 
(４) 工    期  平成25年３月29日まで 
(５) 予 定 価 格  41,273,400円 

（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡) 
(６) 最低制限価格  36,764,700円 

（消費税及び地方消費税に相当する額を含む｡) 
 (７) そ  の  他  本入札は、次の①～③の工事を合併して入札するものであり、その落札者と工

事別に契約を締結するものである。 
① 山の辺第一工区区画道路整備工事（６－12号線） 
② 山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その１） 
③ 山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その２） 

第２ 競争参加資格 
 (１) 天理市に対して本市建設工事執行規則第５条に規定する建設工事入札参加資格申請書（様式第１

号）を提出している土木工事の資格を有する建設業者（市内に本店又は営業所（建設業法（昭和24年
法律第1 0 0号）第３条第１項に規定するもののうち本店を除いたものであって、かつ、当該営業所が
本市に対する入札参加資格を有する者に限る｡)を有するもの）であって、次の(２)から(３)に掲げる
条件をすべて満たし、この工事に係る競争入札参加資格の確認を受けたものであること。 

(２) 次の条件をすべて満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 

② 建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を、土木工事業について受けている者であること。 
③ 経営規模等評価結果（審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提出締切日より１年７ヶ月前

までの直近のもの）における土木工事の総合評定値を有する者であること。 
  ④ 本市が平成24年７月１日に発表した建設工事請負業者格付表（平成24年度）において土木工事の

格付がＡ等級に位置づけされている者であること。 
⑤ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、本市より指名停止措置を受け

ていない者であること。 
⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提出

した者であること。 
  ⑦ 本市に対して不誠実な行為のない者であること。 
  ⑧ 他詳細は、入札説明書による。 
 (３) 次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、１名専任で配置できること。 

① 一級土木施工管理技士、一級建設機械施工技士、もしくは技術士（建設部門、農業部門（選択科
目を「農業土木」とするものに限る｡)、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る｡)、
水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る｡)又は総合技術管理部門（選択科目が建設部
門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」とするものに限る｡)）の資格を有する
者。または、国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認定した者。 

  ② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者。 
③ 監理技術者にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」の交付を受けて

いる者。 
第３ 入札手続等 

(１) 担当部課 
   〒6 3 2－8555 
   天理市川原城町6 0 5番地 
   天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
   電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 
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(２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交付期間 別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 交付場所 第３(１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書
及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、市長から競争参加資格のあることの確認を受けなけれ
ばならない。 

(１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提 出 期 間 別表（入札日程）のとおりとする。 

② 提 出 場 所 第３(１)に同じ。 
③ 提 出 部 数 各１部 
④ 提 出 方 法 持参すること。 
⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

第５ 仕様書公開の日時及び場所 
(１) 日     時 別表（入札日程）のとおりとする。 
(２) 場     所 第３(１)に同じ。 
(３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 

① 質問書提出期限  別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 質問書提出場所  第３(１)に同じ 
  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に

よるもの等は認めません。 
(４) 質問書に対する回答は、別表（入札日程）のとおり回答書を発送するとともに、総務課入札審査

室にて閲覧に供します。 
第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市建設工事執行規則（昭和48年２月天理市規則第４号） 第８条に規定

する入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、日本郵便 郵便事業株式会社 天理支店留の一
般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに郵便により提出しな
ければならない。 

(２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工
事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 

(３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入
した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 

(４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し
なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 

第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
(１) 到 着 期 限 日 別表（入札日程）のとおりとする。 

 (２) 入札書の送付先 日本郵便 郵便事業㈱ 天理支店 留 
            天理市役所総務部総務課入札審査室 行 
第８ 開札日時及び場所 

(１) 日     時 別表（入札日程）のとおりとする。 
(２) 場     所 天理市川原城町6 0 5番地 

            天理市役所３階 3 3 4会議室 
第９ 落札者の決定方法 

(１) 入札の回数は、１回とする。 
(２) 天理市契約規則（昭和40年８月天理市規則第22号）第６条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で、最低の入札書記載金額を提示し、かつ、最低制限価格を下回らない有効な入札を
行った者を落札者とする。決定後、落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課入札審査
室で公表する。 

落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定
するものとする。 

第10 その他 
(１) 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除 
② 契約保証金 免除 

(２) 入札の無効 
    本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参

加資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をし
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た申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市建設工事郵便入札試行要領にお
いて示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 

(３) 入札中止条件 
    この入札手続執行途中で、入札参加可能者が３者未満となったとき又は入札開札時に入札参加者

が３者未満となったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 
第11 入札公告の掲示場所 
   天理市役所 掲示場 
第12 問い合わせ先 

天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
   電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 
第13 その他 
  詳細は、入札説明書による。 
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別表（入札日程） 
 

山の辺第一工区区画道路整備工事（６－12号線）及び山の辺第一工区天理停車場線整
備工事（その１）及び山の辺第一工区天理停車場線整備工事（その２） 

事  項 期  間  等 

入札説明書の交付 
平成24年10月４日（木）から 
平成24年10月16日（火）まで 

天理市ホームページからダウンロードできます。 

申請書の提出期間 
仕様書の公開日 

平成24年10月４日（木）から 
平成24年10月16日（火）まで 

申請書等の様式は、天理市ホームページからダウン
ロードできます。 

質問書の提出期限 
平成24年10月18日（木）まで 
質問書の提出は、質問がない場合も必ず必要です。 

競争参加資格確認 
の結果の通知日 

平成24年10月24日（水） 

質問書への回答日 平成24年10月24日（水） 

競争参加資格がないとした 
場合の説明要望書提出期限 

平成24年10月29日（月） 

競争参加資格がないとした 
場合の当該理由の回答日 

平成24年10月31日（水） 

入札書到着期限日 平成24年11月５日（月） 

開札の日時 
平成24年11月６日（火） 
午前９時30分 

くじを行う場合の日時 
平成24年11月６日（火） 
午前11時 

上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から 
午後１時までを除く。）とする。 
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                                  （平成24年９月６日掲示済） 
 天理市民運動場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成24年９月６日 

          天理市教育委員会 

           委員長 中 嶋  孝 

天理市教育委員会規則第５号 

   天理市民運動場条例施行規則の一部を改正する規則 
 天理市民運動場条例施行規則（平成10年３月天理市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正す
る。 
 様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

教育委員会 



 平成24年10月10日 水曜日        天理市公報 

- 43 -

様式第１号（第３条関係） 
天理市民運動場使用許可申請書 

                          年  月  日 
天理市教育委員会 様 
     (団体)           
申請者  氏名             住所             

電話            
下記のとおり使用許可を申請します。 

使用運動場及び 
施 設 の 名 称  

使 用 目 的  

使 用 日 時 年   月   日   時から  時まで 

使 用 人 員 市内   名 市外   名 合計   名 

※ 使 用 料 時間×    円×    面＝     円 

使用附属器具  

使用者の行う 
特 別 設 備 

有・無 （有る場合は、特別設備許可申請書を添付）

※印は、記入しないでください。 
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様式第２号（第４条関係） 
天理市民運動場使用許可書 

                               年  月  日 
申請者          様 
                        天理市教育委員会 
                         教育長         □印 

下記のとおり使用を許可します。 

使用運動場及び 
施設の名称  

使 用 目 的  

使 用 日 時 年   月   日   時から  時まで 

使 用 人 員 市内   名 市外   名 合計   名 

使  用  料 時間×    円×    面＝     円 

使用附属器具  

使 用 者 の 行 う 
特 別 設 備 

有・無 （有る場合は、特別設備許可申請書を添付） 

使 用 心 得 

１．使用当日は、この許可書を職員に提示してください。 
２．使用の準備及び使用後の清掃、整理整頓は、使用許可時間 

内に行い、原状に回復して職員の点検を受けてください。 
３．使用許可を受けた目的以外に使用しないで下さい。 
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   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成24年10月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則の施行の際現に改正前の天理市民運動場条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書

等の用紙で未使用のものについては、改正後の天理市民運動場条例施行規則の規定にかかわらず、必要
な調整をして使用することができる。 

 
                                  （平成24年９月26日掲示済） 

天教告示第10号 

平成24年10月３日午前９時30分から10月臨時教育委員会を天理市役所に招集する。 

  平成24年９月26日 

          天理市教育委員会 

           委員長 中 嶋  孝 

 
                                  （平成24年９月26日掲示済） 

天教告示第11号 

平成24年10月10日午前９時30分から10月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 

  平成24年９月26日 

          天理市教育委員会 

           委員長 中 嶋  孝 

 

農業委員会 
                                  （平成24年９月27日掲示済） 

天農委告示第10号 

 平成24年10月９日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
  平成24年９月27日 
                                   天理市農業委員会 
                                    会長 藏 本 純 次 
議案第１号 農地法第３条に関する許可申請について 
議案第２号 その他 
      ① 副会長の選出ついて 
      ② 農地法第３条に係る買受適格証明について 
      ③ 市街化区域の専決処分について（報告） 
 

災害対策本部規程 
                                  （平成24年10月１日掲示済） 
天理市災害対策本部告示第１号 
天理市災害対策本部規程（平成８年３月天理市災害対策本部告示第１号）の一部を次のように改正する。 
  平成24年10月１日 
                                  天理市災害対策本部長 
                                   天理市長 南  佳 策  
 第２条第４号中「物資」を「福祉支援」に改める。 
 別表健康福祉部の項中 
「 

物資第１班 
（社会福祉課 
長） 

社会福祉課 
職員 

１ 被服、寝具その他生活必需品の給（貸）与に関す
ること。 

２ 救援物資の受領に関すること。 
３ 県小災害救助内規又は災害救助法適用手続に関す

ること。 
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物資第２班 
（介護福祉課
長） 

介護福祉課 
職員 

４ 住宅の応急修理の認定に関すること。 
５ 応急仮設住宅設置の認定に関すること。 
６ 義援金の受領及び見舞金の支給に関すること。 
７ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関

すること。 
８ 所管施設に係る被害状況の調査及び報告に関する

こと。 

                                           」 
を  
「 

福祉支援第１
班 
（社会福祉課
長） 

社会福祉課 
職員 

福祉支援第２
班 
（介護福祉課
長） 
 
 

介護福祉課 
職員 
 
 
 
 

１ 被服、寝具その他生活必需品の給（貸）与に関す
ること。 

２ 救援物資の受領に関すること。 
３ 県小災害救助内規又は災害救助法適用手続に関す

ること。 
４ 義援金の受領及び見舞金の支給に関すること。 
５ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関

すること。 
６ 災害時要援護者の避難支援に関すること。 
７ 所管施設に係る被害状況の調査及び報告に関する

こと。 

                                           」 
に改め、同表建設部の項中 
「 

住宅第１班 
（住宅課長） 

住宅課職員 

住宅第２班 
（営繕課長） 

営繕課職員 

１ 応急仮設住宅の建築に関すること。 
２ 建築基準法に基づく住宅の応急修理に関するこ

と。 
３ 市有施設の応急修理に関すること。 
４ 所管施設に係る被害状況の調査及び報告に関する

こと。 
５ 被害住宅に係る復旧資材の購入、あっせん及び配

給に関すること。 
６ 公共施設に係る被害状況の調査及び報告に関する

こと。 

                                           」 
を  
「 

住宅第１班 
（住宅課長） 

住宅課職員 

住宅第２班 
（営繕課長） 

営繕課職員 

１ 応急仮設住宅設置の認定に関すること｡ 
２ 応急仮設住宅の建築に関すること。 
３ 住宅の応急修理の認定に関すること。 
４ 建築基準法に基づく住宅の応急修理に関するこ

と｡ 
５ 市有施設の応急修理に関すること。 
６ 所管施設に係る被害状況の調査及び報告に関する

こと｡ 
７ 被災住宅に係る復旧資材の購入、あっせん及び配

給に関すること。 
８ 公共施設に係る被害状況の調査及び報告に関する

こと。 

                                           」 
に改める。 
   附 則 
 この規程は、平成24年10月１日から施行する。 
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公営企業 
                                  （平成24年10月２日掲示済） 
天理市上下水道局公告第15号 
   一般競争入札について 
 建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第1 6 7条の５第２項及び第1 6 7条の６第１項の規定により公告する。 

平成24年10月２日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
第１ 工事概要 
 (１) 工  事  名  天理ダム水質自動測定装置更新工事 
 (２) 工 事 場 所  天理市長滝町地内 
 (３) 工 事 概 要   既設装置撤去           一式 
             水質測定装置設計・製作      一式 
             水質測定装置据付・調整      一式 
             №３サンプリングポンプ取替    一式 
             その他付随する諸工事       一式 
 (４) 工    期  平成25年３月31日まで 
 (５) 予 定 価 格  14,138,250円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 
 (６) 低入札調査基準価格（以下「調査基準価格」という｡) 設定有り 
第２ 競争参加資格 
 (１) 天理市上下水道局（以下「局」という｡)に建設工事入札参加資格申請書を提出している機械器具

設置工事の資格を有する建設業者であって、次の(２)(３)に掲げる条件をすべて満たし、この工事に
係る競争入札参加資格の確認を受けた者であること。 

 (２) 次の条件をすべて満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 
  ② 建設業法の規定による建設業の許可を、機械器具設置工事業について受けている者であること。 
  ③ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、局より指名停止措置を受けて 
   いない者であること。 

④ 建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査（有効期間内にある直近のもの。以下「経
営事項審査」という｡)の結果における機械器具設置工事の総合評定を受けている者であること。 

⑤過去５年以内（本工事の発注年度を含まない｡)に上水道施設又は取水施設における水質自動測定装
置の新設又は更新工事（工事を完成したものに限る｡)及び保守管理業務の元請実績を有すること。 

  ⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提 
   出した者であること。 
  ⑦ 局に対して不誠実な行為のない者であること。 
  ⑧ 他詳細は、入札説明書による。 
 (３) 現場代理人及び次の条件をすべて満たす主任技術者をこの工事を行う期間中配置できること。な

お、現場代理人は主任技術者を兼ねることができる。 
① 機械器具設置工事の主任技術者となり得る国家資格等（実務経験を含む）を有する者。 
② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 

第３ 入札手続等 
 (１) 担当部課 
    〒6 3 2－8558 天理市川原城町6 0 0番地10 
    天理市上下水道局 総務課 庶務係 
    電話番号 0743－63－1001 内線 8 3 8 
 (２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交 付 期 間  別表２（入札日程）のとおりとする。 
  ② 交 付 場 所  第３(１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書
及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、天理市上下水道事業管理者から競争参加資格のあるこ
との確認を受けなければならない。 
 (１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提 出 期 間  別表２（入札日程）のとおりとする。 
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  ② 提 出 場 所  第３(１)に同じ。 
  ③ 提 出 部 数   各１部 
  ④ 提 出 方 法  持参すること。 
  ⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 
第５ 仕様書公開の日時及び場所 
 (１) 日    時  別表２（入札日程）のとおりとする。 
 (２) 場    所  第３(１)に同じ。 
 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 
  ① 質問書提出期限  別表２（入札日程）のとおりとする。 
  ② 質問書提出場所  第３(１)に同じ 
  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に 
            よるもの等は認めない。 
 (４) 質問書に対する回答は、別表２（入札日程）のとおりの日に回答書を発送するとともに、総務課 
  庶務係にて閲覧に供します。 
第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市上下水道局建設工事郵便入札試行要領（平成23年４月) 第６条に規 
  定する入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、郵便事業株式会社 天理支店留の一般書留郵 
  便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに提出しなければならない。 
 (２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工 
  事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 
 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入 
  した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 
 (４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し 
  なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 
第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
 (１) 到 着 期 限 日 別表２（入札日程）のとおりとする。 
 (２) 入札書の送付先 郵便事業株式会社 天理支店 留 天理市上下水道局総務課庶務係 行 
第８ 開札日時及び場所 
 (１) 日    時  別表２（入札日程）のとおりとする。 
 (２) 場    所  天理市川原城町6 0 0番地10 天理市上下水道局２階 大会議室 
第９ 落札者の決定方法 
 (１) 入札の回数は、１回とする。 
 (２) 天理市上下水道局会計規程（平成13年３月27日水道ガス局管理規定第14号）第５条の規定に基づ 
  いて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の入札書記載金額を提示し有効な入札を行った者を 
  落札者とする。決定後、落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課庶務係で公表する。 
  落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する 
  ものとする。 
第10 調査基準価格を下回る入札が行われた場合 
  調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、「第９ 落札者の決定方法」にかかわらず、下記によ 
 り落札者を決定する。調査基準価格を下回る入札をした者は、予定価格の範囲内で最低の入札金額で 
 あっても、必ずしも落札者とならない場合がある。 
 (１) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、天理市上下水道局低入札価格調査制度に係る取扱 
  要領に基づき調査を行う。 
 (２) 調査基準価格を下回る入札をした者は、低入札価格調査に協力するものとする。 
 (３) 低入札価格調査を行った場合は、入札参加者に対し入札結果通知書をもってその結果を通知す 
  る。 
第11 その他 
 (１) 入札保証金及び契約保証金 
  ① 入札保証金 免除 
  ② 契約保証金 天理市上下水道局会計規程、天理市契約規則及び天理市建設工事執行規則第13条に

規定する契約書に定めるとおりとする。 
 (２) 入札の無効 
   本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参加 
  資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本局に対し虚偽の記載をした 
  申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市上下水道局建設工事郵便入札試行 
  要領において示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 
 (３) 入札中止条件 
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  この入札手続執行途中で、入札参加可能者が皆無となったとき又は入札開札時に入札参加者が皆無と
なったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 

第12 入札公告の掲示場所 天理市役所 掲示場 
第13 問い合わせ先    天理市上下水道局 総務課 庶務係 
             電話番号 0743－63－1001 内線 8 3 8 
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別表（入札日程） 

天理ダム水質自動装置更新工事 

事  項 期  間  等 

入札説明書の交付期間 
平成24年10月２日（火）から 
平成24年10月10日（水）まで 
天理市上下水道局ホームページからダウンロードできます。 

申請書の提出期間 
仕様書の公開期間 

平成24年10月２日（火）から 
平成24年10月10日（水）まで 

質問書の提出期限 
平成24年10月15日（月） 
質問書の提出は、質問がない場合も必ず必要です。 

競争参加資格確認の結果の
通知日 

平成24年10月19日（金） 

質問書への回答日 平成24年10月19日（金） 

競争参加資格がないとした 
場合の説明要望書提出期限 

平成24年10月24日（水） 

競争参加資格がないとした 
場合の当該理由の回答日 

平成24年10月26日（金） 

入札書到着期限日 
平成24年10月30日（火） 
書留郵便にて 
日本郵便 郵便事業㈱天理支店に必着のこと 

開札の日時 平成24年10月31日（水）午前10時00分 

くじを行う場合の日時 平成24年11月１日（木）午前10時00分 

  上記の期間・期限は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前９時から午後５時まで 
（正午から午後１時までを除く。）とする。 

 


